
○企業主導型保育事業費補助金実施要綱_単価表【改訂予定版】新旧対照表 

※傍線部分は改正部分 

改訂予定版 旧 

府 子 本 第 3 7 0 号 

雇児発 0427 第２号 

平成 29 年４月 27 日 

府 子 本 第 ※ 号 

子 発 ※ 第 ※ 号 

最 終 改 正 令 和 ４ 年 ※ 月 ※ 日 

 

 

公益財団法人児童育成協会 

理事長 藤田 興彦  殿 

 

 

 

内閣府子ども・子育て本部統括官 

（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

企業主導型保育事業等の実施について 

 

 

 

標記事業の実施については、別添「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」により行うこととし、平成 29

年４月１日から適用することとしたので通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

※「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」本文は後日掲載 

 

 

 

府 子 本 第 3 7 0 号 

雇児発 0427 第２号 

平成 29 年４月 27 日 

府 子 本 第 4 0 号 

子 発 0 1 2 1 第 1 号 

最 終 改 正 令和 4 年 1 月 21 日 

 

 

公益財団法人児童育成協会 

理事長 藤田 興彦  殿 

 

 

 

内閣府子ども・子育て本部統括官 

（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

企業主導型保育事業等の実施について 

 

 

 

標記事業の実施については、別添「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」により行うこととし、平成 29

年４月１日から適用することとしたので通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１） 

①基本分単価 

（１日 11 時間開所の事業所（中小企業事業主（中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項

に規定する中小企業及びこれに相当するものとして実施機関が定めるものをいう。以下同じ。）が設置す

る事業所）の場合） 

（単位：円） 

 

 

（別紙１） 

①基本分単価 

（１日 11 時間開所の事業所（中小企業事業主（中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項

に規定する中小企業及びこれに相当するものとして実施機関が定めるものをいう。以下同じ。）が設置す

る事業所）の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１日 11 時間開所の事業所（中小企業事業主以外が設置する事業所）の場合） 

（単位：円）  

 

 

 

 

 

 

（１日 11 時間開所の事業所（中小企業事業主以外が設置する事業所）の場合） 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単価：円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単価：円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１日 13 時間開所の事業所（中小企業事業主が設置する事業所）の場合） 

（単位：円）  

 

 

 

 

 

 

 

（１日 13 時間開所の事業所（中小企業事業主が設置する事業所）の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１日 13 時間開所の事業所（中小企業事業主以外が設置する事業所）の場合） 

（単位：円）  

 

 

 

 

 

 

（１日 13 時間開所の事業所（中小企業事業主以外が設置する事業所）の場合） 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）  

 

 

 

 

※地域区分 （略） 

 

 

②～③ （略)  

 

 

 

※地域区分 （略） 

 

 

②～③ （略） 










































































